
 
令 和 5 年 8 月 9 日 

国 土 交 通 省 

九 州 地 方 整 備 局 

鹿児島国道事務所 

 

 

 

台風６号に伴う国道１０号竜ヶ水
りゅうがみず

地区
ち く

の通行止めについて 

令和５年８月９日 ６時００分 

 

令和５年８月９日７時００分より、国道１０号沿岸部においては、

台風６号接近に伴い、越波により通行に支障があるため、次の区間に

ついて全面通行止めを行います。 

 道路のご利用にあたっては、最新の気象情報や交通情報を確認して

頂くとともに、不要不急の外出はお控えください。 

 

【通行止め区間】 

・国道１０号 姶良市
あ い ら し

重富
しげとみ

～鹿児島市
か ご し ま し

吉野町
よしのちょう

磯
いそ

（延長１１．３ｋｍ）  

〈規制区間については別図のとおり〉    

 

＊やむを得ず外出する際の迂回路につきましては、別図を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

問 い 合 わ せ 先 

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 

技術副所長    山口
やまぐち

 光
みつ

治
はる

 

計画課長    中島
なかしま

 貴弘
たかひろ

 

ＴＥＬ：０９９－２１６－３１１１（代表） 

記者発表資料 
（第３報） 



一般国道10号　竜ヶ水地区
通行規制時の迂回路 （ 参 考 ）

宮之浦交差点

異常気象時規制区間
Ｌ＝11.3ｋｍ

特殊通行
規制区間
Ｌ＝1.00ｋｍ
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